
世界文化都市・東京の実現に向けた
文化事業（案）について

平成１９年８月３０日

文化事業検討部会



平成19年8月30日

１．文化事業の基本的な考え方

　オリンピック招致を機に既存の文化事業のあり方を見直し、創造･発信力の強化を通じて東京の国際的な地位を高めていくべきである。また、既存のフェス
ティバル等と連携し、東京の都市的魅力をより一層向上させるとともに、東京都民の参加を促進していく。
　なお、平成20年度については、スケジュールがすでに決まっている文化施設も多いことから、現在各施設で進められている企画を連携・拡充させる方法を
積極的に採ることが望ましい。

　東京には豊かな伝統文化があり、国際的なイベントも多数行われているが、文化の「消費」を中心とした「マーケット」としての側面が目立ち、世
界的な「創造・発信」の拠点としては十分に機能していない。このため、ニューヨーク、パリ、ロンドン、ベルリン、香港、上海等の世界主要都市と競
い合える国際的な文化プロジェクトを実施し、東京の文化面でのプレゼンスを確立する。東京で行われる国際的な文化事業の成功がクリエー
ターのキャリアアップにつながるしくみづくり等を行い、東京の文化を「消費」から「創造･発信」へダイナミックに転換する。
　　また、共同制作プロジェクト、レジデンス、シンポジウムやワークショップなどにより、国際的な交流やコラボレーションの場を作り、文化の多様
性に対する理解や人材育成を図っていく。

　芸術文化を通じた子どもたちの教育が必要となる中、文化事業として子ども向けプログラムを充実させていくべきである。現代芸術や本物の伝
統芸能等に触れるほか、様々な分野のアーティストなど専門家とともに制作する機会を提供する必要がある。また、海外において東京文化の紹
介や交流を経験することで、創造力を駆使しながら新しいことに挑戦する国際的な人材育成につながっていく。子どもたちが芸術文化を実体験で
きる機会を増やし、長期的な観点から文化の創造･発信や国際交流を担う次世代の人材育成を図っていく。

● 東京ならではの文化の創造・発信が活発に行われ、世界における文化面でのプレゼンスを確立している

● 東京から発信する文化を通じ、アジア等の様々な都市との交流が深まっている

目指すべき10年後の東京の姿：

　２．　重点的に取り組むべき２つの柱

　１．　文化資源のネットワーク化

２‐ａ． 世界と文化を結ぶ：世界の主要都市と競い合える芸術文化の創造・発信

２‐ｂ． 子どもたちと文化を結ぶ：芸術文化を通じた子どもたちの育成
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２．文化事業の構成

とうきょうパフォーマンスキッズ

世界の主要都市と競い合える
芸術文化の創造・発信

芸術文化を通じた
子どもたちの育成

演劇･ダンス

映画

美術

音楽

伝統芸能

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
文
化
」

ヤ
ン
グ
･
ク
リ
エ
ー
タ
ー
ズ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

新・東京都美術館における

アート・コミュニケーション事業

国際舞台芸術フェスティバル

ミュージック ウィークス イン トーキョー
海外批評家 in レジデンス

六本木アート・ナイト

映画の見た東京
ワールドシネマ

トーキョー・ムーヴィー・アカデミー

子ども伝統芸能ワークショップ

ミュージック＆リズムス イン トーキョー
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六本木アート・ナイト

六本木の地域性を活かし、森美術館、サント
リー美術館、国立新美術館、21-21デザインサ
イト、サントリーホール等が同時に夜間開館
し、共同広報などを実施する。 サントリー

美術館

森美術館

国立新美術館

結ぶ・アートイベント

オリンピック誘致イベントとして都立文化施設
と共同構築する。

東京都美術館

東京ミュージアム無料開放ウィーク

都内の美術館・博物館を一斉に無料開放するウィークを設定する。各施設の入場料
を補填するため、企業協賛を募り実施する。

芸術とゆかりの深い
上野公園で、都民参
加型イベントとし
て、プロアマ問わず
手作りのアート作品
の展示販売を行う
フェスティバル。

アートフェスティバルIN上野公園

拡大

３．提案事業の概要

演劇分野

新しい国際舞台芸術フェスティバル
池袋を一帯とする地域を世界的な演劇の震源地と位置づけ、劇場内のみならず、パブリッ
クスペースや歴史的建造物などを活用し、市外劇・野外劇など非日常的な仕掛けを展開。
海外の舞台芸術祭や劇場とのパートナーシップによる若手への実践の場も提供していく。

とうきょうパフォーマンスキッズ
プロのアーティスト（振付家・演出家）を小・中学校へ派遣し、オリジナル舞台作品
を創作。発表会やワークショップ参加校のコンクールを実施する。

市外劇・野外劇や海外舞台芸術祭との連携

美術分野

同時開催

東京都写真美術館

東京都現代美術館 江戸東京博物館 東京都庭園美術館

ﾐｭｰｼﾞｯｸ ｳｨｰｸｽ ｲﾝ ﾄｰｷｮｰ

オーケストラ、コンサートホー
ル、音楽事務所等が主催する各種
公演の認定・助成等を行ない、
フェスティバルとして開催する。
中心となるディレクターが共通
テーマの設定を行ない、スケール
メリットを活かした大規模音楽祭
として、世界に発信する。

海外批評家　in　レジデンス
世界のクラシック音楽シーンに影
響力を持つ国際的な批評家を招聘
し、日本の多彩な音楽プログラム
を海外へレポートする。ワーク
ショップ、講演等も実施し、アー
ティストのキャリアアップ支援を
行う。

フェスティバル
事務局

共通テーマ

（認定・助成）

音楽分野

共通テーマによる大規模な音楽祭

映画分野

伝統芸能分野

子ども伝統芸能ワークショップ

子どもたちが伝統芸能に対する興味・関心を深めるため、
芸術家から継続的な指導を受けられる機会を提供し、将来
の文化を担う人材の育成にも寄与する。

映画の見た東京 ワールドシネマﾄｰｷｮｰ･ﾑｰｳﾞｨｰ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
「東京」をテーマに
した国内外の映画作
品を上映。シンポジ
ウムやワークショッ
プも開催する。

映画のオリンピック
として、一般映画館
で上映されない海外
の映画上映を行う。

国内外の若者たちに、映
像制作にかかる教育を行
うプログラムを実施。２
０１６年の東京オリン
ピックでは、ユースディ
レクターに任命し、オリ
ンピック映像を世界に発
信する。

21-21ﾃﾞｻﾞｲﾝｻｲﾄ ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙ

東京国際映画祭と連携
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

立
候
補
都
市
決
定

北
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク

立
候
補
フ

ァ
イ
ル
提
出

開
催
都
市
決
定

国際舞台芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

とうきょうﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｷｯｽﾞ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﾐｭｰｼﾞｯｸ ｳｨｰｸｽ ｲﾝ ﾄｰｷｮｰ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

海外批評家 in ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

六本木ｱｰﾄ･ﾅｲﾄ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ｱｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業（都美）

伝統芸能 子ども伝統芸能ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

映画の見た東京 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﾜｰﾙﾄﾞｼﾈﾏ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﾄｰｷｮｰ･ﾑｰｳﾞｨｰ･ｱｶﾃﾞﾐｰ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸと文化」 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﾔﾝｸﾞ･ｸﾘｴｰﾀｰｽﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

既存のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙなど
（年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

オリンピック招致関連日程

4月 5月

分野横断

映画

美術

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成22年度（2010年度）

演劇・ﾀﾞﾝｽ

音楽

平成20年度（2008年度） 平成21年度（2009年度）

年度内2ヶ月間 年度内2ヶ月間年度内2ヶ月間

21年度内で開催20年度内で開催 22年度内で開催

４．文化事業の展開　平成20年度（2008年度）から平成22年度（2010年度）

東京のｵﾍﾟﾗの森

ｱｰﾄﾌｪｱ東京

ﾗ･ﾌｫﾙ･ｼﾞｭﾙﾈ

ﾍﾌﾞﾝ銀座・丸の内

ｼｮｰﾄ･ｼｮｰﾄ･ﾌｨﾙﾑ･ｱｼﾞｱ

目白ﾊﾞﾛｯｸ音楽祭

東京の夏音
楽祭

東京JAZZ

ｱｼﾞｱ舞台芸術祭 東京芸術見本市

国際ｱﾆﾒﾌｪｱ

東京国際
映画祭

日本ﾌｧｯｼｮﾝｳｨ-ｸ

銀座商店街お茶会

丸の内・ＫＩＤＳﾌｪｽﾀ

東京文化財ｳｨｰｸ

ｺﾝﾃﾝﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

森の薪能

東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞｳｨｰｸ

ﾍﾌﾞﾝ上野

 都民芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

日本ﾌｧｯｼｮﾝｳｨ-ｸ

ｸﾞﾚｰﾀｰﾄｰｷｮｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

連携事業の選出、連携
のあり方等については
今後検討

24年度から実施

        既存のフェスティバル等と連携し、東京の都市的魅力をより一層向上させるとともに、東京都民の参加を促進

ｷﾞﾝｻﾞ･ｼﾞｬｽﾞ

ＤＲＥＡＭ夜さ来い祭り大江戸舞祭

浅草ｻﾝﾊﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ

東京みなとまつり 花火大会（隅田川等）

阿波踊り大会（高円寺、
三鷹、糀谷、下北沢）

光都東京ﾗｲﾄﾋﾟｱ（丸の内）
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分野 事業名 提案者 実施期間 分野 事業名 提案者 実施期間

結ぶ・アート・イベント 文化事業部会 21年度～ アーティストの制作・居住環境サポートとイベント 現代美術館 20年度～

アーティスティック・オリンピア 現代美術館 21年度～ アジアンアートアワード 現代美術館 20年度～

蔡国強回顧展 現代美術館 20年度 恵比寿映像祭 写真美術館 20年度～

特別国際展（3企画） 写真美術館 20年度～ 東京ミュージアム無料開放ウィーク 事務局 20年度～

フェルメールとデルフト派展 東京都美術館 20年度 音大オーケストラの祭典 芸術劇場 21年度～

あ・ら・かるちゃー2008～2010 写真美術館 20年度～ モーニングコンサートシリーズ 芸術劇場 20年度～

アートフェスティバル IN 上野公園 事務局 20年度～ 演劇 ロイヤルシェイクスピアカンパニー来日公演 芸術劇場 20、22年度～

音楽 2016東京オリンピックウェルカムコンサート 都響 20年度～

伝統芸能 東京大茶会 事務局 20年度～

分野横断 オリンピック招致・連携企画「日本の中の世界、世界の中の日本」 文化事業部会 20年度～

その他 ヘブンアーティスト海外公演 事務局 20年度～

分野 事業名 提案者 実施期間 分野 事業名 提案者 実施期間

地球を結ぶプロジェクト 文化事業部会 20～22年度 生活文化 東京「夢の食空間」大フェスタ 文化事業部会 20～22年度

オリンピック招致・連携企画「肖像オリンピック展」 文化事業部会 20年度～ 多分野 アルス･オリジナル・フェスティバル 文化事業部会 27～28年度

世界の都市美術館展－芸術は街を再生する－（4回シリーズ） 東京都美術館 24年度～ 光のアートの祭典・東京ファンタジア 事務局 20～21年度

音楽 T0KYOミュージックマラソン 文化会館 20年度～ TOKYO WORLD お祭りFESTA 事務局 20年度～
その他

美術

美術

美術

音楽

５．その他の提案事業

１．招致気運盛り上げのための事業 ３．継続していく事業

開催都市決定（平成21年10月）までの期間、オリンピック招致気運を盛り上げるために実
施する。文化施設との連携も行う。

オリンピック招致気運を盛り上げるとともに、オリンピック終了後も継続していく。

４．その他の事業

芸術文化以外の分野となるため、民間など他の主体による実施を検討する。

２．文化プログラムを視野に入れた事業

オリンピック招致気運の盛り上げとともに、オリンピック開催までの文化プログラムを視野に
入れて実施する。
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６．文化事業の分布イメージ

新・東京都美術館における
アート･コミュニケーション事業

〔東京都美術館〕

現代美術館：
・蔡国強回顧展
・アーティスティック・オリンピア
・アーティストの制作・居住環境サ
ポートとイベント
・アジアンアートアワード

 　写真美術館：
 　・特別国際展
 　・恵比寿映像祭

東京都美術館：
・フェルメールとデルフト派展
・世界の都市美術館展

東京大茶会
〔小金井公園〕

東京大茶会
〔浜離宮恩賜公園〕

ヤング・クリエーターズ・
オリンピック

海外批評家 in レジデンス

各 国 か ら の 専 門 家 が 滞 在 東京芸術劇場：
・ﾛｲﾔﾙｼｪｲｸｽﾋﾟｱｶﾝﾊﾟﾆｰ来日公演
・音大オーケストラの祭典
・モーニングコンサートシリーズ

東京文化会館：
・東京ミュージックマラソン

国際舞台芸術フェスティバル
〔東京芸術劇場〕

ﾐｭｰｼﾞｯｸ ｳｨｰｸｽ
ｲﾝ ﾄｰｷｮｰ

〔オーケストラ、ホール等連携事業〕

共 通 テ ー マ で 世 界 に 発 信

子ども伝統芸能ワークショップ
〔都内文化施設３０館〕

とうきょうパフォーマンスキッズ
〔都内小中学校３０校〕

都 内 各 地 で 開 催

……　◆印

六本木アート・ナイト
〔森美術館、サントリー美術館、国立新美術館、

21-21デザインサイト、サントリーホール等〕

アートフェスティバル IN 上野公園

同時期に開催

同時期に開催

同時期に開催

映画が見た東京
ワールドシネマ

ﾄｰｷｮｰ･ﾑｰｳﾞｨｰ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

東京ミュージアム無料開放ウィーク

都 内 ５ ６ 館 で 一 斉 開 催

……　◆印

結ぶ・アート・イベント
〔大江戸線・日比谷線〕

あ・ら・かるちゃー
〔渋谷・恵比寿・原宿〕
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19年度（2007年度） 20年度（2008年度） 21年度（2009年度） 22年度（2010年度） 23年度（2011年度） 24年度（2012年度） 25年度（2013年度） 26年度（2014年度） 27年度（2015年度） 28年度（2016年度）

オ
リ
ン
ピ

ッ
ク

文
化
事
業

申

請

フ

ァ
イ

ル

提

出

オ

リ

ン

ピ

ッ
ク

開

催

文化事業の展開

文化プログラム実施段階

東京の特色を示すとともに、国際的
に質の高い、テーマ性・統一性のあ
る事業を4年間にわたり運営する。さ
らにオリンピック後にも継続していく。

文
化
事
業
検
討
部
会
に
お
け
る
検
討

立

候

補

都

市

決

定

立

候

補

フ

ァ

イ

ル

提

出

開

催

都

市

決

定

北京
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

ﾛﾝﾄﾞﾝ
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

関
連
事
業
の
実
施

1月 6月 2月 10月

７．文化事業のロードマップ　2016年まで

オリンピック招致を機に、「１０年後の東京」を見
据えた継続的事業を企画･運営し、世界における
東京の文化的プレゼンスを高める。

文化プログラム発展段階文化プログラム創生段階

オリンピック招致気運の
盛り上げ事業実施
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平成19年8月30日

各事業を運営するため、事務局にアートマネジメントを専門とする30代の若手を中心と
したスタッフのほか、演劇、音楽、美術などの各分野あるいは事業ごとに1人ずつコー
ディネーターを雇用することが必要となる（専門委員の兼務、非常勤でも可）。さらに、
分野を横断して全体を指揮することのできる総合コーディネーターを置くことも検討す
べきである。

各事業の運営組織が一過性の組織の場合には対外交渉などに支障をきたすことがあ
るため、継続的事業運営のためには適切ではない。従来の実行委員会組織による運
営方法を見直し、ディレクターシップのある人物のもと、運営組織を整備し、評議会の
提案を実現していくべきである。

総合コーディネーター

演劇分野コーディネーター

音楽分野コーディネーター

美術分野コーディネーター

+　若手専門スタッフ

+　若手専門スタッフ

+　若手専門スタッフ

継続して文化事業を展開していくためには、恒常的な事務局を設置
し、専属的に業務に当たることのできるスタッフの配属が必要であ
る。世界的なフェスティバルでは、拠点となる事務局や専用の展示
会場を持つ例が見られる。現時点では東京都歴史文化財団に事務
局を置き、各事業を運営していくことが望ましい。

　恒常的な事務局の設置

２．継続的な資金の確保

１－ａ．専門家の雇用

１－ｂ．将来の運営組織のあり方

国際的な評価を得られる規模の文化事業を継続して行うためには、東京都からの安定した支援が求められる。各事業は10年後
を見据えて長期的なビジョンのもと、行われるべきであり、その上で、将来大きく減少することのない継続的な助成の存在は不可
欠となる。

（例）

８．文化事業運営に当たっての課題

歴　　文　　財　　団

事 務 局

実 行 委 員 会

文 化 事 業

運　　営

共　　催 委　　託

東京芸術文化評議会

東　　　　京　　　　都

運　　営
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文化制度検討部会答申（案）  「東京都美術館が取り組むべき新規事業の内容とその規模」 ～「人間にとっての表現の意味」を追求する新・東京都美術館を目指して～ 
 

 

政策目標 

★「10年後の東京～東京が変わる～」（H18.12） 

・都市の魅力や産業力で東京のプレゼンスを確立 

・東京の「顔」となる文化拠点から世界に向けて新たな文化を発信 

★「東京都文化振興指針」（H18.5） 

・「創造的な文化を生み出す都市・東京」を目指して 

 
従来の事業展開 

○ 大正１５年に東京府美術館として開館 
○ 昭和５０年に新館（現在の東京都美術館）開館 
○ 平成７年の現代美術館開館を機に収蔵品を移管。公募展・共

催展、講堂・アトリエの貸出し事業を引き続き実施 
 
都立文化施設のあり方検討会報告（H19.3） 
 
新しい東京都美術館の事業展開の方向 
 

○ 公募展の継続 

○ 共催展の拡充 

○ 新規事業の導入 
 
 

現在の事業展開に係る課題及び将来動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 ・ 東 京 都 美 術 館 の 全 体 像 

『人間にとっての表現の意味を考察し、実践する活動拠点』～基本的使命～ 
 
美術へのアクセシビリティや美術のコミュニケーション力、多様な芸術の創造活動を重視し、主体的な美術の活動拠点を目指す。 

○ 新しい芸術表現や表現者の発掘と育成          ○ 創造と表現活動に対する支援 

○ アート・リテラシーの涵養               ○ 多様な芸術作品や表現の鑑賞機会の提供 

 

新・東京都美術館の事業内容とその規模（従来事業の見直し・拡充と新規事業への取組み） 
 

公 募 棟 

創造と表現の場 

文 化 棟 
教育普及の場 

（レクチャー・ワークショップ等） 

企 画 棟 

鑑賞と学びの場 

公 募 展 

共 催 展 

人
間
に
と
っ
て
の
表
現
の
意
味
を
考
察
し
、
実
践
す
る
活
動
拠
点 

新規事業への取組み 

公募棟
3/4

新・公募／企画事業

アート・コミュニ 
ケーション事業 
（コレクションの 

有効活用） 

公募棟
1/4

美術館アメニティの向上 
•  レストラン、カフェ、ミュージアムショップ 
•  展覧会動線の改善、バリアフリー化 等 

 

＜事業＞ 
•  国内外の優れた作品による高品質な展覧会の開催 
 
＜運営＞ 
•  新聞社等による共催形態 
•  施設のリニューアルによる展示空間、観客・搬入動線の改

善 

＜事業＞ 
•  写真、映像、詩、パフォーマンス、デザインなどと融合した新しい表現や、

子どもや障碍者を含むマイノリティの芸術表現を積極的に受入れ 
・公募：NPO等の提案を館が選定、・企画：館等の主催する公募展 等 

 
＜運営＞ 
•  割安の料金設定や館との共催も検討し、新しい表現の育成にインセン

ティブを与える 

＜事業＞ 
•  公募団体を中心とした公募展会場の貸出し 
 
＜運営＞ 
•  展覧会内容は公募団体が主体的に決定 
•  リニューアルを機に、貸出基準のより一層の明確化・厳密

化及び施設の改修に伴う使用料アップの検討 

従来事業の見直し・拡充 

＜事業＞ 
•  現美、写美、江戸博の収蔵品を横断的に活用した企画 
•  アートリテラシーの向上、作品とのコミュニケーションに力点をおいた 
教育普及、鑑賞教育的な企画 

 
＜運営＞ 
•  東京都美術館学芸員の調査研究活動に基づいた企画 
•  学校や教育機関との連携を促進するため東京都等とのタイアップ検討

 
 
○ 集客力のある大型展開催、作品の質の高さに定評 
○ 国内外の優れた芸術文化作品を鑑賞する機会を提供する

ことは重要 

 
 
○ 大正１５年以来日本の美術界をリードし、美術愛好家の増

大、美術界の裾野拡大に寄与 
○ 大規模団体を含む３０余団体が国立新美術館に移行し、

来場者数減少や観覧者層縮小の懸念あり 
○ 従来の公募展の枠組みで拾いきれない新しい表現への欲

求が生まれてきている 

公募展 

 
 
○ 貸出し事業に特化されているアトリエの見直しも含め、講

堂・アトリエのあり方を再検討すべき 

 

 

○ 上野の森は国内随一の文化施設や多くの歴史遺産のある

日本の芸術文化にとって特別な場所。公園全体が大きな

集客力をもつ 
○ 見直しに当っては立地のポテンシャルを活かすべき 

共催展 

講堂・アトリエの貸出し事業 

立地特性を活かす 
   

新たな事業運営の整備基盤                                        今後の進め方（実現に向けての検討体制） 
                                              

 <人員体制> 専門的な学芸体制の充実が必要   <予算> 必要な経費の措置が必要    ・ 専門的人材の早期配置 



 

東京芸術文化評議会「文化制度検討部会」検討経過報告｜2007年8月30日 

芸術文化活動支援における「芸術文化発信事業助成」の見直しの方向性（案） 
 
現在の東京都の芸術文化に対する助成制度の現状と課題

○ 芸術文化発信事業助成 
•  目的：東京を代表する質の高い芸術活動や次代を担う若手

アーティストの活動に助成することにより、東京の芸術文化の

魅力を世界に発信する 
•  対象：芸術文化団体（音楽、演劇、舞踊、美術及び映像等）

が、都内で主催、実施する公演・展示活動等 
•  制度の概要：自己資金の範囲内かつ助成対象の事業費の２

分の１以内、200万円が限度、事業実施後の確定払い 
•  予算：2,000万円（H19年度予算、29件） 

○ 課題 
•  助成金の予算規模が極めて小さい 
•  公演や展覧会など「芸術の消費」を切り取った助成（東京は

芸術家にとって住みにくく「消費」されるばかりの都市というイ

メージ） 
•  自己負担・赤字が前提、事後払いなどによる制約 

 
 
○ それ以外の補助事業 
•  創造活動支援事業（東京芸術劇場）、都民芸術フェスティバ

ル、子ども参加・体験プログラム、フレッシュ名曲コンサート

（H19年度予算、2.6億円） 
 
 
文化庁、芸術文化振興基金などの助成制度の現状と課題

•  文化庁「文化芸術創造プランの推進」：186億円（H19年度予

算、映画、人材育成、こども文化芸術体験含む） 
•  芸術文化振興基金：21億円（H19年度採択決定額） 
•  公演・展覧会等「芸術の消費」を切り取った事業助成が中心 
•  自己負担・赤字が前提、事後払い、年１回受付等による制約

•  曖昧な助成成果の検証・評価 
 
 
海外主要都市の芸術助成制度、文化予算の概要 

•  ニューヨーク州芸術評議会：45億円（2005年度の年間助成

額、16分野、1,300件の助成） 
•  ニューヨーク市文化局：26億円（2006年の団体助成額、700件

以上） 
•  ベルリン首都文化基金：15億円（2006年度年間助成額、14分

野、130件） 
•  ロンドン：375億円（2005年度、アーツカウンシル・イングランド

からロンドン地域への助成金、他に宝くじ基金から45億円） 
•  パリ市の文化予算：560億円（2006年度の年間の文化予算、

市の予算の約6％、定員400名、アソシアシオン=NPOへの助

成含む） 
•  シンガポール・ナショナル・アーツカウンシル：5億円（2004年

度助成額、550件） 
•  ソウル文化財団：20億円（2006年度年間予算、芸術文化支

援、Hi Seoul祭主催、文化プログラム開発試行等）  

 政策目標 芸術文化活動支援に関する政策の基本フレーム 
○10年後の東京～東京が変わる～ 

•  都市の魅力や産業力で東京のプレゼンスを確立する：「東京をアジアの文化

の中心地に」「世界の人々が憧れ、訪れるTOKYO」等 
○東京都文化振興指針－「創造的な文化を生み出す都市・東京」を目指して 

•  基本目標I：世界が文化的魅力を感じる都市・東京 
•  基本目標II：都民が文化的豊かさを誇れる都市・東京 
•  基本目標III：文化創造の基盤が充実する都市・東京 

○ 資金による支援 
•  芸術文化に対する助成制度 

○ 場や施設による支援 
•  創造環境の提供、文化施設のプログラム強化 等 

○ 制度やしくみ、ソフトサービスによる支援 
•  税制、アーツ・コミッション、情報・ノウハウ提供 等 

 
 

  

 既存助成の拡充と制度の見直し ［Step 1］ 
予算の拡充と制度面での見直しによって、初期の目的を達成しうる助成制度に改編し、新たな助成制度の創設につなげる 

•  予算規模の大幅な拡充                              プログラム・オフィサー等専門的な体制への移行準備 
•  制度変更：助成対象限度額の見直し、事業費に特定しない助成・複数年助成、年複数回・通年受付、全額もしくは半額程度の前払い制度等 

 
 

 新たな芸術文化助成制度［トーキョー・クリエイティブ・サポート］の創設 ［Step 2］ 
［アーティスト・クリエイター支援制度］ 

 目的：国内外から多様なアーティストやクリエイターが集い、創造や交流が促進され、東京が新しい芸術やクリエイティブな活動を生み出す

拠点となるような助成プログラムを新たに創設する 
 助成プログラムのイメージ 
•  創造活動を重視した助成（公演や展覧会など「芸術の消費」への助成からの脱却） 
•  海外との双方向の交流・制作・対話を促す中・長期的なプロジェクトへの助成 
•  トーキョーの新しいアートシーンを牽引するカンパニーの経営基盤を支える団体助成 
•  脚本家や作曲家、振付家、美術家、デザイナー、建築家など個人のクリエイターの創造活動の支援、人材育成への助成  など 
 期待される効果 
•  芸術的才能、クリエイティブな人材の東京への集積（国内外からの吸引、既存の才能・人材の定着） 
•  アーティストやクリエイターにとって、東京の「創造拠点」としての相対的魅力の向上 
•  （非営利で非商業的なプロの）芸術家が、芸術を生業とし、その存在を認められ、誇りを持って暮らせる都市の実現 

［コミュニティ支援制度］ 
 目的：地域における教育や福祉と芸術文化の連携を図り、芸術文化へのアクセスの拡充や観客育成を促進する助成プログラムを創設する 
 助成プログラムのイメージ 
•  子どもたちの芸術体験プログラム等（アーティスト／クリエイター・イン・スクール活動等の促進）への助成（子ども参加・体験プログラムの見直し） 
•  享受者のアクセス拡充、観客育成に向けた助成（既存の補助制度の見直しとあわせて検討）など 
 期待される効果 
•  芸術文化を媒介にした地域の活性化、市民活力の創出       芸術文化による人材育成、クリエイティブな才能の開発 

［助成の効果を高める制度設計と体制づくり］ 
より効果的かつ有効なしくみとするため、既存の芸術助成制度の枠組みにとらわれず、柔軟な制度設計と専門的な体制づくりを行い、日本

の芸術助成制度を牽引していく 
•  制度設計（例）：公益的な法人に限定した助成、アートNPO等中間支援組織への助成、都内文化施設への助成、民間専門機関等を経由したリ・グ

ラント制度、マッチンググラント制度、小回りのきく少額助成 など    
•  プログラム・オフィサー制（内部審査）、助成成果の評価・検証に基づいたプログラムの見直し・新設、本来のアーツ・カウンシル機能 

［助成金の規模］ 
当面、現在の「芸術文化発信事業助成」の大幅拡充を図り、新たな助成プログラムの成果、実験的な助成制度の試行などを繰り返しなが

ら、10年後の東京が具体化する頃には、世界の他都市と遜色のない助成規模を目指していく  
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